
 

令和７年７月 新宮町教育委員会定例会 会議録 

 

１ 開催日時 

   令和７年７月２５日（金） ９時２２分から１０時００分まで 

 

２ 場所 

   新宮町役場 ２階 応接室 

 

３ 出席者 

   小川教育長、吉松委員、本多委員、小池委員 

 

４ 欠席者 

   横山委員 

 

５ 出席職員 

   桐島学校教育課長、井上社会教育課長、三舩学校教育課長補佐、舩越社会教育課長

補佐、秋山社会教育課長補佐、堀川指導主事 

 

６ 欠席職員 

   高口指導主事 

 

７ 日程 

○ 日程第１ 開会の宣告 

（小川教育長）  

ただ今から６月の教育委員会定例会を開会いたします。 

本日は、横山委員が欠席されており、出席委員は３名です。 

また、事務局職員は高口指導主事が欠席です。 

 

９時２２分開始 

○ 日程第２ 会議録署名議員の指名について 

（小川教育長） 

会議録署名議員は会議規則第１７条の規定により、教育長及び会議で決めた委員の

１名となっておりますので、今回は本多委員にお願いいたします。 

よろしくお願いいたします。 

 

○ 日程第３ 教育長の報告事項 

（小川教育長） 

（資料により管内教育長会議の報告及び説明) 

① ＯＮＬＩＮＥ ＡＢＣ ＣＡＦＥ について 

② ＩＣＴ活用型不登校児童生徒支援事業（みらいサポーター事業）について  

③ 令和７年度地域スポーツクラブ活動体制整備事業に係る体育・スポーツ系の大 



 

学生、パラアスリート等を含むアスリート人材等の活用について 

  ④ 福岡県立小郡高等学校みらい創造コース（学びの多様化学校）について 

 

  （小川教育長）  

質問等はありませんか。 

 （本多委員） 

   令和７年度地域スポーツクラブ活動体制整備事業に係るアスリート人材等の活用に

ついてですけれども、新宮町ではまだ活用がないのだろうなと思いながら聞いていた

のですが、この事業は市町村から希望があれば、申請をすれば派遣していただけると

いうことでしょうか。 

 （小川教育長） 

   はい。おっしゃるとおりです。本事業は、部活動地域展開の運営母体としての組織

が立ち上がっている市町村に対して人材を派遣するというものです。 

   そのため、本町は運営母体ができているので申請はできるのですが、基本として教

職員の兼職兼業で指導者を確保し、月曜日から金曜日までの指導者が休日も継続して

指導をするという形にしていますので、本事業には少しなじまない部分がありますの

で、申請は行っておりません。 

   今後、本町の地域展開が進化していったときに、例えばゲストティーチャー的な意

味合いで、この事業を活用することはすごく有効になってくるのではないかと考えて

います。 

この事業は、運営母体はできたものの、指導者が確保できていないような市町村に

対して人材派遣をする形で地域展開を支援するというものです。 

 （本多委員） 

   説明資料に、「県が令和６年度に整備した連絡調整アプリを活用する」という記述

があるのですが、このアプリはどういう形のものなのか、また、どれくらい普及され

ているのかお伺いします。 

 （三舩学校教育課長補佐） 

   本町は、部活動地域展開を委託している事業者が、独自に連絡ツールアプリを持っ

ております。保護者や生徒はそのアプリをインストールしており、そのアプリを介し

て試合の日時や練習、出欠の連絡などを行っておりますので、県が整備したアプリを

併用すると混乱を招く恐れがありますので、本町では利用してはいません。 

（本多委員） 

このアプリは、必ずしも使わなければいけないものではないのですね。 

 （三舩学校教育課長補佐） 

   そのとおりです。 

 （本多委員） 

福岡県立小郡高等学校のみらい創造コースについてですが、すごく良い取組だなと

思い、特色を拝見しましたが、本当にこのような形であれば、中学校で不登校を経験

した生徒も行きやすい形になっていると思いました。資料を見ている中で、部活動に

ついての記載がありましたので、お伺いしますが、このコースに入っている生徒達が



 

どれくらい部活動に参加をしているのだろうかと思いまして、もしお分かりであれば

教えていただければと思います。 

 （小川教育長） 

   すみません。具体的な数字の説明は受けておりませんが、資料に記載されている部

活動については、一般コースの約８０パーセントが部活動に入って意欲的に取り組ん

でいると記載されています。また、もちろん、本コースの生徒も部活動に加入するこ

とができますと書いてありますので、私は小郡高等学校の全体の８０パーセントが取

り組んでいるのではと読み取っております。 

 

○ 日程第４ 諸報告 

1) 学校教育課の報告について 

（桐島学校教育課長）（資料により学校教育課の報告） 

① 報告事項 

   ・ 経過報告 

   ・ 今後の予定 

 ・ 工事の状況について 

（詳細は、三舩学校教育課長補佐が説明） 

 ② 連絡事項 

  ・ なし 

 

（小川教育長）  

質問等はありませんか。 

  （本多委員） 

工事の状況について、立花小学校の特別教室棟及び渡り廊下等新設工事の説明があ

りましたが、旧立花幼稚園園舎で、現在、学童保育所として使用している建物はその

まま残るのでしょうか。 

（三舩学校教育課長補佐） 

  今回の工事では、プレハブの校舎を解体した後、二階建ての校舎棟を新設しますが、

その１階部分に学童保育所を併設する計画にしています。そのため、新たな学童保育

所が完成しましたら、そこへ引越しをして、最終的には今の旧立花幼稚園園舎は解

体、撤去し、更地にする計画としています。 

  その後の跡地利用については、今後また検討していきたいと考えています。 

（小川教育長） 

今、御説明したとおり、現在も様々な町の工事を進めていますが、中学校の武道場

に空調設備を設置したことについては、すごく好評のようです。 

（本多委員） 

今、特に猛暑で、施設内の温度が設置前に比べると当然ながら全然違います。びっ

くりするぐらい違います。子ども達の稽古もすごくしっかりできていて、去年と比べ

ると天と地の差を感じました。 

      

2) 社会教育課の報告について 



 

（井上社会教育課長）（資料により社会教育課の報告） 

① 報告事項 

  ・ 経過報告 

  ・ 今後の予定 

  ・ 町立図書館活動報告及び行事予定について 

   

（小川教育長）  

質問等はありませんか。 

  （吉松委員） 

  シーオーレ新宮の１階ロビーのところに、自由に学習できるスペースを設けてありま

すよね。あそこには必ず誰かがいて、勉強したりしているので、すごく良い場所だな

と思っているのですが、そのスペースの利用については、申込みなどがあるのでしょ

うか。利用したい人は自由に使えるようなものなのでしょうか。 

（秋山社会教育課長補佐） 

  申し込みというものはないと思います。図書館でも奥に学習スペースありますが、そ

こが満席になったりとか、また、そこでは飲食ができないから、友達とおしゃべりし

ながらグループ学習をしたり、会話をするというような、子ども達が集まっている感

じです。利用の見守りについては、シーオーレ新宮の受付でシルバー人材センターの

方がいらっしゃって、そちらが様子を見られたりして運用されているようです。 

（吉松委員） 

いつも誰かがそこで勉強していて、いいスペースだなあと思って見ていました。 

（井上社会教育課長） 

  そぴあしんぐうも、ＩＫＥＡさんから無償で机と椅子を提供いただきまして、１階ロ

ビーの座席数を増やすことができました。 

 

〇 日程第５ その他 

1) 教育委員会定例会の日程について 

（桐島学校教育課長）（日程確認） 

  ・ ８月定例会 

     令和７年８月２２日（金） ９時３０分から （確定） 

  ・ ９月定例会 

      令和７年１０月１日（水） 新宮東小学校学校訪問終了後 （予定） 

 

○ 日程第６ 閉会の宣告 

（小川教育長）以上で７月の新宮町教育委員会定例会を閉会します。 

                                １０時００分終了 

 

            署名  教育長  小 川 隆 弘       . 

 

            署名  委 員  本 多 陽 子        


